
〜本実態調査について〜 
 

本調査は、公益社団法人日本複製権センター（以下「JRRC」といいます。）が、著作権
者への使用料分配の基礎データとするために、各団体における JRRC の管理著作物の複写・
複製状況を調査するものです。 

調査結果は統計的に処理されますので、個々の調査内容が外部に漏れるなど、貴団体に
ご迷惑がかかるようなことは一切ございません。また、調査で得られた情報は JRRC の分
配目的以外で使用することはございません。 

上記趣旨をご高配の上、是非ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、本調査は、貴団体と締結させていただいている「著作物複写利用許諾契約書」「著
作物複写及び電磁的複製利用許諾契約」第 5 条に規定する実態調査となっておりますこと
を申し添えます。 

 

○本調査の実施は、一般社団法人日本能率協会（以下「JMA」といいます。）に委託して 
おります。 

○本要領等は、JRRC ホームページにも掲載しておりますので、必要に応じダウンロード 
してご活用ください。 

https://jrrc.or.jp/chousa/ 
 

【調査説明会（オンライン）の実施について】 

本調査の趣旨や具体的な実施方法、実施に当たっての注意点等について、オンラインで
調査説明会を開催いたします。 

●日程（①〜④ 4 回実施、各回内容は同じです。時間は 1 時間程度を予定） 

・ 2024 年 8 月 21 日（水） ①11 時〜、 ②14 時〜 
・ 2024 年 8 月 27 日（火） ③11 時〜、 ④14 時〜 

●参加方法 

・ 以下の URL/ID からアクセスをお願いいたします。なお、URL/ID は各回共通です。 
URL：https://us06web.zoom.us/j/82770768505 
ウェビナーID：827 7076 8505 

・ 事前のご登録は不要です。ご都合のつく時間帯にご出席ください。 
・ ご出席の際は、社名及びメールアドレスのご入力をお願いいたします。 

  



【調査方式の選択について】 
本調査は、契約方式（2 節契約、5 節契約）によって、調査方法が異なります。 

契約方式  調査方式 

2 節契約の方 
（複写利用許諾） 

 紙調査方式 

5 節契約の方 
（複写及び電磁的複製利用許諾） 

 紙調査方式、タブレット調査方式どちらも可 

 
 

紙調査方式 タブレット調査方式 

従業員の方が、指定されたコピ
ー機が設置されたエリアで、著
作物を複写・複製した際に、1
部追加でコピーし、そのコピー
用紙に必要な情報を記入する方
式。 
比較的容易に調査が可能です。 
（後出「Ⅰ．紙調査方式」参
照） 

従業員の方が、指定されたコピ
ー機が設置されたエリアで、著
作物を複写・複製した際に、別
途 JRRC より貸し出すタブレッ
ト端末機の専用アプリを使用し
て著作物を撮影する方式。 
紙を余分にコピーする必要がな
いものの、デバイス操作が必要
になります。 
（後出「Ⅱ．タブレット調査方
式」参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下「コピー機」は、「スキャナー機を含むコピー機能を有するすべての複合機」を指しま
す。 
  

【タブレット調査方式の注意点】 
 オフィス等へ外部からデバイスや撮影機器の持

ち込みが禁止されていないか確認ください。 
 タブレット端末機数が限られているため、場合に

よっては希望されても導入できない可能性があ
ることを予めご了承ください。 
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Ⅰ．紙調査方式 
１．調査の流れ 

本調査は次の 3 ステップから成り立ちます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ステップ 1】 調査対象部署・コピー機設置箇所の選定 

1) 調査にあたり、貴団体で以下の選定をお願いします。 
・調査対象部署（基本 3 部門から選定） 
・調査対象部署が通常使用するコピー機が設置されているエリア 3 箇所（基本 3 部
門から 1 箇所ずつ）。 

2) 上記情報を「連絡票」にて email で当方へご連絡ください。 
９月 13 日（金）までにお願いします。 
 

【ステップ 2】 調査実施 

1) 調査期間は、原則 9 月 30 日（月）〜12 月 20 日（金）の間の連続する３週間（15
営業日）です。貴団体の都合に応じて設定してください。 

2) 調査は、貴団体にて調査を実施していただきます。従業員の方が当該コピー機で著
作物を複製する際に、1 部追加でコピーし、そのコピー用紙に必要な情報を記入し、
設置した箱（回収箱）に投入する方式です。（投入した用紙を「調査コピー用紙」と
いいます） 
※複製は、紙から紙へのコピー、紙から PDF への複製の 2 つのケースがあります。 
※追加コピー費は、JRRC で負担します。 
 

【ステップ 3】 調査コピー用紙の送付 

調査期間終了次第、回収箱の調査コピー用紙を JRRC へご送付いただきます。 
※郵送費は JRRC で負担します。 

〜以上で調査は終了です。〜 

２節ご契約者様 

５節ご契約者様で 

紙調査方式ご選択の方 
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２．調査要領 

ステップ１ 調査対象部署・コピー機の選定 

（主に JRRC・JMA との連絡窓口となる方が対象となります） 

ここでは、以下について説明いたします。 

 

 

 

 

(1) 窓口担当者（連絡担当者）の選定をお願いいたします 

①調査実施にあたって、当方との連絡窓口となる方（窓口担当者１名）を選定し、当方へ
お知らせください。 
※本実施要領や依頼文書は、契約窓口担当者の方にお送りしております。 

②窓口担当者の方の役割は、当方との連絡、調査にあたっての貴団体内関係者への周知連
絡、調整等です。 

 
(2) 対象となる部署とコピー機設置箇所の選定をお願いいたします 

設置箇所とは、コピー機が 1 台もしくは複数台数が設置されているエリアを指します。 

次のア〜ウの 3 部門ごとに設置箇所を 1 箇所（合計 3 箇所）選定してください。 

 

 

 

 

 

※コピー機を複数の部門または部署で共同で使用されている場合があるとみられます。 
例えば、内勤・外勤部門共同でコピー機を利用している場合は、内勤・外勤部門で合計 2
箇所分の選定をお願いします。 

※研究開発部門など、該当しない部門がある場合は、他の部門に割り振り、コピー機設置箇
所が合計で 3 箇所となるようにしてください。 

 
  

(1) 貴団体における窓口担当者の選定 
(2) 調査対象コピー機設置箇所の選定 
(3) コピー機設置箇所ごとの調査担当者の選定（窓口担当者兼任可） 
(4) 上記情報を当方へ連絡（9 月 13 日まで） 

  部 門    （部署例）                選定 

ア 内勤部門（総務、人事・経理、経営企画、広報・宣伝部門） 1 箇所分 
イ 外勤部門（営業部門、販売部門、支社・支店）  1 箇所分 
ウ 研究開発・技術開発部門、マーケティング部門  1 箇所分 

重要です︕ 
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コピー機箇所選定例 

 

 

 

 

 

 

 

  

選定方法について、ご不明な
点がある場合は、 
当方（JMA・JRRC）へ遠慮な
くご相談ください。 
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(3) 選定したコピー機設置箇所ごとの調査担当者選定 

 必要に応じ、選定したコピー機設置箇所ごとに調査担当者を選定ください。窓口担
当者が兼務されても結構です。 

 調査担当者には、コピー機利用者への周知や、調査実施にあたっての現場管理等を
お願いいたします。 

(4) 調査実施期間の連絡 

 本調査の調査期間は、前掲のとおり 3 週間です。 
原則 9 月 30 日(月)〜12 月 20 日(金)の間で都合のよい期間に、連続して 3 週間実
施してください。 

(5) 上記情報を「連絡票」にて当方へ連絡 

上記の情報を当方へ電子メールにて連絡お願いします。 

連絡票のフォーマット（下図、MS Word）は、JRRC の以下のサイトに掲載していま
す。ダウンロードし、記載の上メールで添付送付いただきますようお願いします。 

●掲載サイト 

https://jrrc.or.jp/chousa/ （紙調査方式のお客様） 
 
●送付先メールアドレス 
fukusei-research@jma.or.jp 
(一社)日本能率協会 著作物複製実態調査担当  當間、松永宛 
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ステップ２ 調査実施 

（主に現場での調査担当者、コピー機利用者の方が対象となります） 

 
 
(1) 調査期間 

9 月 30 日（月）〜12 月 20 日（金）の間で、連続した 3 週間(前述のとおり) 

 
(2) 調査対象となる著作物の範囲 

調査対象
範囲 

以下の国内で出版された著作物でJRRCが管理しているもの 
 
新聞、雑誌、書籍、学術雑誌 

注）JRRCの管理対象かどうかは、JRRCのホームページの「管理著作物検索」機
能でお調べいただけます。 
https://system.jrrc.or.jp/bibliography/search/ 

対象となるか不明の場合は、調査対象物に含めていただくようお願いします。 

調査対象
範囲外 

・官報、特許公報 
・JRRCが管理していない著作物（※） 

 

※次の利用は、調査対象範囲外となります。 

 新聞のクリッピング・サービスに含まれる複写・複製 

 新聞、雑誌、書籍等のうち電子版の著作物の利用（印刷）等 

 海外の著作物 

※詳細は、https://jrrc.or.jp/contract/scope/ 
「JRRC の許諾範囲外となる利用について」をご参照ください。 

 

貴団体に行っていただく具体的な調査の進め方について、説明いたします。 

注意︕ 
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(3) 実施要領 

1) 事前準備 
調査の前に以下の（A）、（B）の準備を行ってください。 

（A）関連部署に調査の趣旨、実施要領等について周知 
  ※実際には、コピー機選定の段階から周知が必要となると思われます。 

（B）調査対象であるコピー機付近に以下の 3 点を用意 

①調査コピー用紙を入れる回収箱の設置 
調査コピー用紙（調査のため１部追加でコピーし、必要な情報を記入した用紙）

を入れる箱につきましては、貴団体にてコピー用紙等の空き箱のご利用をお願い
します。 

ミスコピー入れと間違えることが多いため、箱に「著作物調査回収箱」といっ
た紙を必ず貼っていただきますようお願いします。 

②赤サインペンの用意 
追加コピーした用紙に枚数等を書き込むため、赤サインペンを用意していただ

くと調査がスムーズになります。 

※調査対象コピー機周辺に、「著作物複製実態調査実施中（期間○○〜○○）」と記
載した貼紙を貼っていただけると調査がスムーズになるかと思われます。 
別途 A4 サイズのポスター案を JRRC サイト(https://jrrc.or.jp/chousa/) 
に掲載しておりますので、必要に応じご活用ください。 

 
[調査実施イメージ] 
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①複製した著作物を 
1 枚追加でコピー 

②コピーした用紙に出版物名、著
作物名、著者名等の記載がな
い場合、用紙にそれらを記入 
書籍の場合は奥付をコピーで代
替できます 

③コピー頁数等の
記入 

④回収箱に入
れる 

複製した記事のペー
ジ 

複製した記事の箇所 

新聞名を赤サインペン
で記入（コピーした中
に新聞名が入っていれ
ば不要） 
記 入 例 ︓ 「 朝 日 」 、
「読売」、「毎日」等 

・コピー部数 を赤サインペンで記入  例）5 部ずつコピーした場合  「5」 
・電磁的複製（紙から PDF に保存など）の場合は、「電」と記入し、電磁ファイルの共有予定数を記入 

書籍・単⾏本 雑誌・定期刊⾏物 新聞 

（以上で終了です） 

④上記追加コピー物のみ回収箱へ入れる 

① 
追加コピー
の箇所 

② 
出版物名、
著作物名、
著者名等の
記入 

著作物が含まれてい
る箇所 

出版物名、著作物
名、著者名を赤サイ
ンペンで記入 
(分からない場合は
記載不要) 

社内文書 
(著作物がある場合のみ) 

出版物名、著作物
名、著者名を赤サイ
ンペンで記入（コピー
した頁に著作物名や
著者名が入っていれ
ば不要） 
記入例︓「月刊○
○」、「○○会誌」 

複製したページ 

出版物名、著作物名、著者名を
赤サインペンで記入 
または代わりに奥付（本の最終
頁にタイトル、著者名、出版年月
日等が記載されている箇所）を
コピー 

③ 
コ ピ ー 部
数 、「電 」
の記入 

2) 調査実施要領 ※電磁複製(PDF 化など)した場合は「電」と記入してください。 
本調査で当方が把握したい情報は、次の点です。(著作物によっては該当しない情報もあります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、コピーにかかる費用は、JRRC が負担します。 
 
[調査の基本的な流れ] 
 

 

 

 

 
 
 
 
[著作物別の調査の流れ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）出版社名（発⾏所名） 
（2）出版物名（書籍、定期刊⾏物、新聞等の名称） 
（3）著作物名（記事、論⽂等のタイトル） 
（4）著者名（執筆者、編者、訳者） 
（5）複製した箇所 
（6）コピー部数（電磁的複製の場合は共有予定数） 
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繰り返しになりますが、本調査で把握必要な情報は以下の点です。(著作物によ
っては該当しない情報もあります) 
（1）出版社名（発行所名） 
（2）出版物名（書籍、定期刊行物、新聞等の名称） 
（3）著作物名（記事、論文等のタイトル） 
（4）著者名（執筆者、編者、訳者） 
（5）複製した記事や内容（コピー現物） 
（6）コピー部数（または電磁的複製の共有予定数） 
上記の情報が把握できるのであれば、できるだけ貴団体の状況により、柔軟に対

応させていただくことを考えておりますので、実施方法については、必要に応じ相
談いただきますようお願いいたします。 

ステップ３ 調査コピー用紙の送付 

調査期間が終了しましたら、調査コピー用紙が入った回収箱（調査コピー用紙が
少ない場合は封筒による送付でかまいません）を JRRC まで送付をお願いします。 

送付される際に 

 調査コピー用紙の連絡票の部署区分の番号（1、2、3）ごとにまとめ、番号を
必ず記載していただきますようお願いします。 

 送付方法は、「着払い」（信書扱いとする場合には「飛脚特定信書便（佐川急
便）」で着払い可能）、もしくは郵送でお願いします。 

郵送費につきましては、コピー用紙代とともに後日 JRRC へ請求ください。 

JRRC にて、送付された調査コピー用紙を確認した時点で、本調査は終了となり
ます。 

 
 
 
 
 
 

送付いただいた調査結果（複製物）は、受領後、部門情報（内勤部門、外勤部門
等）以外の情報は削除し、団体名が特定できないようにした上で、分配のための基
礎データとして集計されます。 

  

【調査コピー用紙 送付先】 
〒105-0002 
東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 7F 

公益社団法人 日本複製権センター 実態調査担当宛 
Tel：03-6809-1281 
e-mail：chousa@jrrc.or.jp 
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【コピー代、郵送代の請求について】 

本調査の実施に当たり発生した費用は、以下の通り JRRC にご請求ください。 
 
１．JRRC が負担する費用 

①コピー代 
送付いただきました調査結果の実績に応じ、1 枚当たり 2 円をお支払いいたします。 

②郵送代 
JRRC への郵送代をご負担いただいた場合は、当該実費分をお支払いいたします。 

 
２．必要書類 

①については、JRRC への調査結果の送付をもって判断いたしますので、添付書類等は
不要です。 

②については、領収書等、ご負担いただいた額が分かる書類を添付してください。 
 

３．請求書等の送付先（調査コピー用紙送付先と同じです） 
請求書（貴社様式可）及び上記必要書類を、以下のアドレスにメールで送付いただく

か、郵送にてお送りください。 
 

 
〒105-0002 
東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 7F 

公益社団法人 日本複製権センター 実態調査担当宛 
Tel：03-6809-1281 
e-mail：chousa@jrrc.or.jp 
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３．記入サンプル 

（1）正しい記入例 

 

例 1．書籍・単行本の例 （正しい記入例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 5 

電磁的複製（電⼦ファイ
ルを複製）した場合は、
「電」と記載 
複写の場合は記入不要 

JRRC マガジン特別編集「著作権の

基礎から最新情報まで 実務者のた

めのコラム集Ⅰ」 

書籍名を記載するか、奥付を添付 
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例 2．雑誌・定期刊行物の例・・・（正しい記入例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   著作複写出版 

5 

電 

電磁的複製（電⼦ファイ
ルを複製）した場合は、
「電」と記載 
複写の場合は記入不要 
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例 3．新聞の例・・・（正しい記入例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ 

電 

電磁的複製（電⼦ファイ
ルを複製）した場合は、
「電」と記載 
複写の場合は記入不要 
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（2）誤りやすい記入例 

 
例 1．書籍・単行本の例・・・（誤りやすい例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤り例 

 

正しい記入の仕方等 

 表紙をコピーして、ペ
ージ数を記入してい
る。 

 コピーしたページをコピーし、コピー枚数を
記入し、出版社名などを記入する。 
（電磁的複製の場合は、「電」と記載し、共有
予定数を記入し、出版社名などを記入する。 

 奥付をコピーすることで、出版社名などの記
載は不要となります。 

P. 30～ 
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例 2．雑誌・定期刊行物の例・・・（誤りやすい例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤り例 
 

正しい記入の仕方等 

 10 部ずつコピーしていること
と、著者名が分かる。しかし発行
所（出版社）名が分からない。 

 発行所（出版社）名を記入する。 
電磁的複製の場合は「電」と追加で
記載する。 

10 
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例 3．新聞の例・・・（誤りやすい例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤り例 

 

正しい記入の仕方等 

 新聞名は分かるが、コピー部数が
明記されていない。 

 コピー部数を記入する。 
 電磁的複製の場合は、共有予定数を

記入する。 
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Ⅱ．タブレット調査方式 
１．調査全体の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査にかかる日程等 
1 JRRC・JMA より貴団体へ、調査実施要領送付 8 月初旬 

2 説明会の実施 8 月 21 日(水)、27 日(火) 

3 貴団体から JRRC・JMA へ、担当者名、調査実施期
間等を連絡（連絡票を送付） 

9 月 13 日(金)まで 

4 JRRC・JMA から貴団体へ、調査に使用するタブレ
ット端末機を送付 

原則調査日の 2 営業日前まで
に貴団体へ送付 

5 貴団体にて、著作物複製実態調査（3 週間） 
※原則、A〜C の 3 期間のうちいずれか 1 期間 
当該期間以外を希望の場合は連絡ください。 

A：9/30(月)〜10/18(金) 
B：10/28(月)〜11/15(金) 
C：12/2(月)〜12/20(金) 

5 貴団体から JRRC・JMA へ、タブレット端末機返送 調査終了後速やかに 
  

５節ご契約者様で 

タブレット調査方式を 

ご選択の方 

【ステップ 1】 調査対象部署・コピー機設置箇所の選定 

1) 調査にあたり、貴団体で以下の選定をお願いします。 
・調査対象部署（基本 3 部門から選定） 
・調査対象部署が通常使用するコピー機が設置されているエリア 3 箇所（基本 3
部門から 1 箇所ずつ）。 

2) 上記情報を「連絡票」にて email で当方へご連絡ください。 
９月 13 日（金）までにお願いします。 
 

【ステップ 2】 タブレット端末機の送付と調査実施 

1) 当方から、貴団体へ、実施いただきたい調査時期をご連絡するとともに、調査で
使用するタブレット端末機を送付します。 

2) 送付されたタブレット端末機にて著作物複製調査を実施していただきます。 
（端末機のアプリで対象著作物を撮影） 

【ステップ 3】 調査終了後タブレット端末機の返送 

調査終了次第、タブレット端末機を JRRC へ速やかに返送をお願いします。 

〜以上で調査は終了です。〜 
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２．調査要領 

ステップ１ 調査対象部署・コピー機設置箇所の選定 

（主に JRRC・JMA との連絡窓口となる方が対象となります） 

ここでは、以下について説明いたします。 

 

 

 

 

(1) 窓口担当者（連絡担当者）の選定をお願いいたします 

①調査実施にあたって、当方との連絡窓口となる方（窓口担当者１名）を選定し、当方へ
お知らせください。 
※本実施要領や依頼文書は、契約窓口担当者の方にお送りしております。 

②窓口担当者の方の役割は、当方との連絡、調査にあたっての貴団体内関係者への周知連
絡、調整等です。 

(2) 対象となる部署とコピー機設置箇所の選定をお願いいたします 

設置箇所とは、コピー機が 1 台もしくは複数台数が設置されているエリアを指します。 

次のア〜ウの 3 部門ごとに設置箇所を 1 箇所（合計 3 箇所）選定してください。 

 

 

 

 

 

※コピー機の設置箇所では、コピー機が 1 台のみ設置されている場合もあれば、複数台設置
し、複数の部署で共同で使用されている場合があるとみられます。 
例えば、内勤・外勤部門共同でコピー機を利用している場合は、内勤・外勤部門で合計 2
箇所分の選定をお願いします。 

※研究開発部門など、該当しない部門がある場合は、他の部門に割り振り、コピー機設置箇
所が合計で 3 箇所となるようにしてください。 

  

(1) 貴団体における窓口ご担当者の選定 
(2) 調査対象コピー機設置箇所の選定 
(3) コピー機設置箇所ごとの調査ご担当者の選定 
(4) 調査実施可能期間の選定 
(5) 上記情報を当方へ連絡（9 月 13 日まで） 

     部 門                      選定 

ア 内勤部門（総務、人事・経理、経営企画、広報・宣伝部門） 1 箇所分 
イ 外勤部門（営業部門、販売部門、支社・支店）  1 箇所分 
ウ 研究開発・技術開発部門、マーケティング部門  1 箇所分 

重要です︕ 
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コピー機箇所選定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

  

選定方法について、ご不明な
点がある場合は、 
当方（JMA・JRRC）へ遠慮な
くご相談ください。 
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(3) 選定したコピー機設置箇所ごとの調査担当者選定 

 必要に応じ、選定したコピー機設置箇所ごとに調査担当者を選定ください。窓口担当
者が兼務されても結構です。 

 調査担当者には、タブレットの受け取り、返送、コピー機利用者への周知や、調査実
施にあたっての現場管理等をお願いいたします。 

(4) 調査実施可能期間の選定 

 本調査の調査期間は、以下の 3 時期に分けて実施します。調査可能な時期を複数お知
らせください。 
※以下の期間ではどうしても都合が合わない場合は別途調整いたします。 
A：9/30(月)〜10/18(金)  B：10/28(月)〜11/15(金) 
C：12/2(月)〜12/20(金) 

(5) 上記情報を当方へ連絡 

上記の情報を当方へ電子メールにて連絡お願いします。 

連絡票のフォーマット（下図、MS Word）は、JRRC の以下のサイトに掲載していま
す。ダウンロードし、記載の上メールで添付送付いただきますようお願いします。 

●掲載サイト 

https://jrrc.or.jp/chousa/ （タブレット調査方式のお客様） 
●送付先メールアドレス 
fukusei-research@jma.or.jp 
(一社)日本能率協会 著作物複製実態調査担当  當間、松永宛 
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ステップ２ タブレット端末機の送付と調査実施 

（主に現場での調査担当者の方が対象となります） 

(1) 調査実施時期のご連絡と JRRC からタブレット端末機の送付 

①当方より、実施していただきたい調査時期を貴団体へご連絡します。 
※端末機数調整のため、当方より調査時期を選定させていただくことをご了承願います。 

②調査時期にあわせ、タブレット端末機を JRRC より送付いたします。 

(2) 調査の実施 

①調査実施期間 
前掲のとおり、３週間（以下 A, B, C のいずれか期間で実施をお願いします） 

A：9/30(月)〜10/18(金)   B：10/28(月)〜11/15(金)   C：12/2(月)〜12/20(金) 
 

②調査対象となる著作物の範囲 

調査対象
範囲 

以下の国内で出版された著作物でJRRCが管理しているもの 
 
新聞、雑誌、書籍、学術雑誌 

注）JRRCの管理対象かどうかは、JRRCのホームページの「管理著作物検索」機
能でお調べいただけます。 
https://system.jrrc.or.jp/bibliography/search/ 

対象となるか不明の場合は、調査対象物に含めていただくようお願いします。 

調査対象
範囲外 

・官報、特許公報 
・JRRCが管理していない著作物（※） 

 

※次の利用は、調査対象範囲外となります。 

 新聞のクリッピング・サービスに含まれる複製 

 新聞、雑誌、書籍等のうち電子版の著作物の利用（印刷）等 

 海外の著作物 

※詳細は、https://jrrc.or.jp/contract/scope/ 
「JRRC の許諾範囲外となる利用について」をご参照ください。 

  

注意︕ 
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③実施要領 

ア．事前準備 

貴団体での調査が始まるまでに以下の(A)、(B)の準備を行ってください。 

(A)調査対象の部署に調査の趣旨、実施要領等について周知 
※実際には、部署の選定時より周知が必要となるとみられます。 

(B)調査部署で通常利用するコピー機の近くに、タブレット及びクレードル（充電
用の台）※を配置 
※クレードルがないタイプのタブレットもございます。 

 

イ．調査の手順（タブレット端末機による調査） 

※本実施要領「３．JRRC 複製実態調査アプリ使用方法」も参照ください。なお、タブ
レット端末機では JRRC アプリ以外の機能は使用しないでください。 

1. タブレットの右手にある「電源ボタン」を押し、起動・スリープ解除で画面が出た
ら「JRRC」アプリを起動します。 

2. アプリ画面上部の「種別」から、コピー／スキャンの対象の著作物の種別を選択し
ます。 

3. コピーの場合は「部数」を選択してください（４、５の後からでも大丈夫です） 

4. 著作物のタイトル・出版社名／日付が表示されている箇所を撮影します。 
・書籍、雑誌、学術雑誌の場合 
 a)巻末に記載の「奥付」 または b)表紙のタイトル、出版社名のある箇所 
•新聞の場合 
1 面目の新聞名と日付の部分 

5. 実際にコピー、スキャンする箇所を撮影します。(10 箇所まで撮影できます） 
＊上記、４、５は画面上に指示がでます。指示に従って撮影ください。 

6. アプリの「終了」ボタンを押します。 

7. タブレット右側の「電源ボタン」を 1 回押し、スリープ状態にしてください。 

 

※著作物を複写・複製するごとに、タブレット端末機による登録作業をお願いします。 

※調査はすべてタブレット端末機上で行います。なお、端末機には、通信機能はありま
せん。 
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ステップ３ 調査終了後タブレット端末機の返送 

 調査期間が終了しましたら、タブレット端末機をお送りした箱にて JRRC までご返
送ください。（着払い送り状を同封しておりますので活用ください。） 

 本タブレット端末機は、他の調査期間においても引き続き使用するため、調査期間
終了後は、速やかに返却いただきますようお願いいたします。 

 

 以上で調査は終了となります。 

 回収させていただいたタブレット格納の画像は撮影の事業者名、団体名が特定できない
ようにした上でデータ化作業にかかります。 
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３．JRRC 複製実態調査アプリ使用方法 

ここでは、貸し出したタブレット端末機における調査アプリの操作方法について説明します。 
 
① 電源オンまたはスリープ復帰の画面下部の「カギ」のアイコンをタップでデスクトップ画
面へ 

 
 
② デスクトップからアプリを起動する 

 
  

ここをタップ 

JRRC のアイコンをタップすると 
アプリが起動します。 
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③ 画面上部の「種別」「コピー」「スキャン」をタップし適宜選択します 

 
 
 
 

 
  

撮影画面の上部のガイドに従い 
最初に表紙を撮影して下さい。 

「種別」選択画面です。 
いずれかを選択してください。 
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 「コピー」を押下時の画面で
す。複写部数を選択してくださ
い。 

 コピーしないときは「しない」
を選択してください。 

 0〜20 部（許諾の範囲）が選択
いただけます。 

 「スキャン」を押下時の画面で
す。共有予定数を選択してくださ
い。 

 0〜30 部（許諾の範囲）が選択い
ただけます。 

 スキャンしないときは「しない」
を選択してください。 

 *コピー、スキャン両方を一度に
行う場合も入力できます。 
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④ ガイドに従って「コピー」「スキャン」対象となる複製物を撮影してください（最大 10 ページ） 
撮影に失敗した場合は、該当画像をタップ後、「削除」ボタンを押下してください。 
 
⑤ 「登録」を押していただいて一回の作業は終了です。 
 
＊アプリは都度終了の必要はありませんが、画面下部の□マークをタッチしたあと、アプリ画面

を上に「スワイプ」（指先で掃くような動作）で終了させることができます。 
 
＊今回のプロトタイプのアプリは android Ver.11 には対応していませんので、アップデート案

内が出た場合でも「実行」しないようにお願いします。 
 
 
 

以上 
 
  

 入力途中で「登録」を押下した場
合、アラートが表示されます。 

 「表紙画像」「本体画像」「種別」
「コピー」「スキャン」の全てが入
力されていないと登録できませ
ん。 



- 27 - 

Ⅲ．FAQ 
 質  問 回  答 

1 調査対象団体はどのように
して抽出したのか。 

契約者の中から無作為抽出を行っております。 

2 無駄な調査をできるだけ避
けたい。調査対象の範囲を
明確にしてほしい。 

調査対象の著作物は、JRRC に管理が委託され
ている著作物です。 
JRRC に管理委託されているか否かを識別でき
ない場合があると思いますが、もし不明な場合
には、調査対象に含めてください。統計処理時
に当方で仕分けいたします。 

3 著作物をコピーしたものを
さらにコピーする場合も調
査の対象か。 

調査対象となります。 

4 コピーしたものをコピーし
た場合、出版元がわからな
い場合があるが。 

ご不明の場合はそのままでもかまいません（後
日当方で調査致します）が、可能な範囲内で記
入いただくようお願いします。 

5 著者名・作者名があれば、
写真やイラストなども対象
となるのか。 

調査対象となります。論文やエッセイ、記事な
どの他、写真やイラストなども著作物です。 

6 社内文書もコピーする必要
があるのか。 

社内文書であっても、プレゼンテーション資料
等で、著作物である写真やイラストなどが使用
されていれば対象となります。該当している著
作物箇所のみ調査対象として下さい。 

7 自社発行の機関紙は、調査
対象となるのか。 

著作権が貴団体に帰属していれば、調査対象外
です。 
不明の場合は、後日当方で調査・処理いたしま
すので、お手数ですが調査対象に入れていただ
きますようお願いいたします。 

8 講演でレジュメ・資料が配
布されている場合、著作物
に該当するのか。(これらの
資料を複写・複製した場合
対象となるのか) 

講演会のレジュメ・資料も著作物です。出版さ
れているものでなくとも複写・複製権の対象と
なることもあるので、著者名がわかるようにし
て記入してください。 
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 質  問 回  答 

9 新聞記事のクリッピング・
サービスは JRRC の管理対
象外と聞いたが、どういう
ことか。 

「クリッピング・サービス」とは、新聞著作
権協議会加盟新聞社が発行する新聞記事につ
いて、組織的に行われる継続的・反復的な複
写・複製で、情報共有化等のために当該記事
を組織の内部で配布することを指します。具
体的には、会社などで「日常業務」として継
続的に新聞記事をチェックし、関連がある記
事を複写・複製して社内配布することを意味
します。 
このようなご利用方法であれば、20 部以下の
複写または 30 名以内の電磁的複製であっても
「クリッピング・サービス」として JRRC の
管理受託範囲外のご利用になりますので、当
該記事が掲載されている新聞の発行社に直接
ご連絡の上、相談いただきますようお願いい
たします。なお、本件の詳細と新著協に加盟
する新聞社名、連絡先、新聞名は、新著協の
ウェブサイト（URL：http://www.ccnp.jp/）
をご参照ください。 
なお、公益社団法人日本専門新聞協会に所属
されている社
（http://www.senmonshinbun.or.jp/category
/members）が発行している専門新聞は JRRC
の管理受託範囲内となります。 

10 期間を短くできないか、台
数を減らせないか。 

サンプル抽出、調査方法の妥当性等から、原則
として所定の台数、調査期間でお願いしており
ます。調査が困難とみられる場合は当方へ相談
ください。 
なお、調査後のアンケートでのご意見等も踏ま
え、調査としての正確性を確保しつつ、期間や
調査方法の見直し等、ご協力いただく皆様のご
負担をできるだけ軽減するよう改善を図って
おりますので、ご協力のほど、どうかよろしく
お願いいたします。 

11 コピーからコピーの場合、
出版元がわからない場合が
あるが。 

ご不明の場合はそのままでもかまいません（後
日当方で調査致します）が、可能な範囲内で記
入いただくようお願いします。 
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 質  問 回  答 

12 自分の会社の複製調査の結
果（どのような著作物をど
のくらい複製したのか）を
教えてもらうことはできる
のか。 

回収したコピーは、企業が特定できないように
してデータ化し、集計しますので、基本的にご
要望に沿うことはできないとお考えください。 

13 契約以上の枚数をコピーし
ている場合はどうなるの
か。後で詮索されるのか。 

今回の調査で例えばコピー部数が 21 部以上で
あった場合でも、後で個別に追及するようなこ
とはありません。 
但し、JRRC との契約で許諾されている範囲は、
コピーは 20 部以内、電磁的複製は 30 名以内で
あることを内部でご周知願います。 
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複製上の注意点 
 

今回の調査対象は、JRRC の管理著作物の範囲です。 

また、以下のようなご利用は、JRRC とご締結いただいている契約には含まれてい
ませんので、ご不明の点があれば、JRRC にご照会いただくようお願いいたします。 

 

(1) 不特定の者や特定多数の者に渡すことを目的としたコピー 

(2) 小部分（出版物全体の 30％または 60 頁のいずれか少ない方を超えないこと）、
少部数（20 部以内の複写）、小規模（電磁的に複製（紙媒体の著作物を PDF、
JPEG 等化）し、30 名以内で共有すること）を超えるコピー 

(3) 新聞のクリッピング・サービスを目的としたコピー 

(4) 脚本、歌詞・楽曲の上演、演奏等を目的とするコピー 

(5) 鑑賞を目的として出版された美術、写真の鑑賞目的のコピー 
 

 
 
 
 
 

【本調査問合せ先】 

調査の趣旨等 公益社団法人日本複製権センター  実態調査担当 
〒105-0002 
東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 7F 
Tel：03-6809-1281 
e-mail：chousa@jrrc.or.jp 

 
調査の実施方法 一般社団法人日本能率協会 當間、松永 

〒100-0003 
東京都港区芝公園 3-1-22 日本能率協会ビル 
Tel：03-3434-6617 
e-mail：fukusei-research@jma.or.jp 


